
名 観 光 第 341号

令和５年６月９日

回 答 書

名護市長 渡具知 武豊

【公印省略】

第３次名護市観光振興基本計画策定に向けた調査・検証業務に係るプロポーザルで質問

のあった件について、次のとおり回答します。

質問事項 回答

１

実施要項３．参加資格につい

て

⑴過去５年以内（平成30年４

月１日以降）に国・県・市町

村等が発注した観光振興計

画等の業務を受注し、適切に

履行した実績を１件以上有

していること。・・・」とあ

りますが、自治体発注の観光

プロモーション事業（地域の

方々の暮らしなどの地域資

源をワークショップや講習

会により観光資源化しモニ

ターツアーを実施し、今後の

可能性等について検討し報

告書にまとめた業務）は該当

しますでしょうか？

観光振興に資する計画・方針・戦略等の策定

業務を行っている場合は実績に該当すること

としているが、単に観光プロモーションイベン

トを行う業務は実績に含まないものとする。

本質問内容では実績の可否について判断で

きないため、業務内容が分かる契約書等の写し

で判断するものとする。

担当：名護市地域経済部観光課観光計画係

電話：0980-53-5438 FAX：0980-53-5426

メール：kankou@city.nago.lg.jp


